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提案理由 

 旅館業法等の改正に伴い改正しようとする。 

 



   高山市特殊旅館建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

 高山市特殊旅館建築等の規制に関する条例（昭和５９年高山市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 旅館等とは、旅館業法（昭和２３年法律

第１３８号）第２条第２項から第４項に規

定するホテル営業又は旅館営業等の用に供

する建築物をいう。 

⑴ 旅館等とは、旅館業法（昭和２３年法律

第１３８号）第２条第２項及び第３項に規

定する旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業

の用に供する建築物をいう。 

⑵ 特殊旅館とは、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第４項第３号に規定

する専ら異性を同伴する客の宿泊及び休憩

の用に供する施設に類似する施設で、第４

条に規定する構造基準に適合しない旅館等

をいう。 

⑵ 特殊旅館とは、風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第６項第４号に規定

する専ら異性を同伴する客の宿泊及び休憩

の用に供する施設に類似する施設で、第４

条に規定する構造基準に適合しない旅館等

をいう。 

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１号の改正は、平成３０年６月１５日か

ら施行する。 


